
地方独立行政法人市立東大阪医療センター 公告第５号 

「市立東大阪医療センター病棟吹抜け（屋外光庭）部他の外壁シーリング改修外その他工事」に

かかる工事請負契約を一般競争入札の方法により締結するので、地方独立行政法人市立東大阪

医療センター契約規程第６条の規定により下記のとおり公告する。 

令和元年９月１３日 

地方独立行政法人市立東大阪医療センター理事長 谷口 和博 

記

１．入札に付する事項

（１）件名   市立東大阪医療センター

病棟吹抜け（屋外光庭）部他の外壁シーリング改修外その他工事

（２）工事場所   東大阪市西岩田三丁目４番５号

（３）工 期   契約締結日から令和２年３月３１日まで

（４）工事概要   ①病棟吹抜け（屋外光庭）部の外壁シーリング外改修工事

          ②エントランスホール吹抜けトップライトのシーリング改修工事

          ③３階リハビリ庭園防水改修工事

          ④屋上鉄骨耐火材改修工事

          ⑤カーテンウォール部 外壁周囲他シーリング改修工事

（５）予定価格   非公表（入札後に公表）

（６）入札手続 郵送（書留郵便）又は宅配便（以下「郵送等」という。）により入札参加

資格申請書類及び入札書等の提出を行う 

（７）支払条件   年度前払金１回４０％以内、残額竣工後払い

２．入札に参加できる企業形態

 入札に参加できる企業形態は、単体企業とする。

３．入札に参加する者に必要な資格

申請書及び入札書の提出日現在において、次に掲げる要件すべてに該当しなければならない。

（１）東大阪市の令和元年・２年度入札参加有資格者として第１希望の工事種目「建築工事業」

で登録され、当該種目にかかる直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の総

合評点（Ｐ）が６３０点以上の者であること。

（２）平成２６年度以降、２００床以上の医療施設の新築、改修又は増改築工事に係る元請とし

て施工実績があること。

なお、元請実績とは、単独の請負である場合はその請負金額とし、共同企業体による請負



である場合は、その請負金額に当該企業体における出資比率を乗じた額を実績額とみな

す。また、元請実績は当初契約及び当初契約に係る変更契約以外は認めない。

４． 入札に参加する者に必要な共通資格

（１）建設業法（昭和２４年法律第１００号）第１５条の規定により、工事種目「建築工事業」

に係る特定建設業の許可を得た者であること。

（２）東大阪市入札参加停止要綱による入札参加停止期間中でないこと。

（３）東大阪市公共工事等暴力団対策措置要綱による入札参加除外期間中でないこと。

（４）地方独立行政法人市立東大阪医療センター契約規程（以下「契約規程」という。）第５条

第１項に該当しない者であること。

５．契約条項を示す場所及び日時

（１）場所

地方独立行政法人市立東大阪医療センター ホームページ

（２）日時

令和元年９月１３日（金） 午後１時

６．入札参加資格の確認審査

（１）本入札に参加を希望する者は、次に従い、一般競争入札参加資格確認申請書及び添付資料

（以下「申請書類」という。）を提出し、確認を受けなければならない。

  ア 提出期間

    令和元年９月１３日（金）午後１時から令和元年９月２７日（金）午後５時までに必着

のこと。

  イ 提出方法

   「申請者等提出要領」に従い、郵送等により提出すること。持参又は電送による提出は認

めない。

  ウ 提出場所

   〒５７８－８５８８ 東大阪市西岩田三丁目４番５号

 市立東大阪医療センター 事務局総務課 施設管理係

（２）入札参加資格確認結果通知書等の返送用封筒を申請書類に同封すること。

この返送用封筒には、返送先を明記し、返信用切手を貼ること。

※ 封筒はＣＤ－Ｒディスク１枚（ケース付き）が収納できるものであること。

※ 切手はＡ４判普通紙１枚及びＣＤ－Ｒディスク１枚（ケース付）、封筒分の重量を想定

した書留郵便の料金とすること。

（３）入札参加資格の確認結果通知

   入札参加資格の確認の結果は、令和元年１０月２日（水）までに通知する。

（４）その他



   申請書類の作成費用及び提出に要する郵送等の費用は、提出者の負担とする。

   なお、提出された申請書類は、返却しない。

７．設計図書等の交付

（１）６（３）の結果により入札参加資格を認められた者に対し、入札説明書、入札参加につい

ての注意事項（郵送等による一般競争入札用）、図面及び補足説明書等（以下「設計図書

等」という。）を交付する。

（２）設計図書等は、電子媒体により配布するものとし、本データを格納したＣＤ－Ｒディスク

を入札参加資格の確認結果通知と併せて送付する。

（３）設計図書等は、本入札の積算及び見積り以外の目的で使用してはならない。

８．入札執行の日時及び場所等

（１）日時

令和元年１０月１８日（金）午前１０時

（２）場所

東大阪市西岩田三丁目４番５号

市立東大阪医療センター 本館３階Ｂ会議室

（３）郵送等による入札書、工事費内訳書（以下「入札書等」）の提出期間及び提出場所

ア 提出期間

   令和元年１０月１５日（火）から令和元年１０月１７日（木）午後５時までに必着

 イ 提出方法

   郵送等により提出すること。持参又は電送による提出は認めない。

 ウ 提出場所

  〒５７８－８５８８ 東大阪市西岩田三丁目４番５号

市立東大阪医療センター 事務局総務課 施設管理係

（４）入札書の提出にあたっては、本工事における入札参加資格確認結果通知書（写し可）、当

該入札額の根拠となる工事費内訳書及び入札結果通知書返送用封筒を同封すること。

この返送用封筒には、返送先を明記し、返信用切手を貼ること。

※ 切手はＡ４判普通紙１枚、封筒分の重量を想定した書留郵便の料金とすること。

（５）その他

ア 入札書等の作成費用及び提出に要する郵送等の費用は、入札参加者の負担とする。

 イ 入札に際し、入札参加者は、当該入札額の根拠となる工事費内訳書を提出すること。

９．入札保証金に関する事項

契約規程第８条第２号の規定により免除とする。

１０．入札の無効に関する事項



契約規程第１３条各号及び、入札参加についての注意事項（郵送等による一般競争入札用）第

８のいずれかに該当する入札。

１１．開札方法等

（１）開札について

開札は、入札執行の日時及び場所において、入札参加者からあらかじめ市立東大阪医療セ

ンターが選定した入札立会人２者及び当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行

う。

（２）開札の傍聴について

入札参加者は、開札を傍聴することができる。ただし、入札会場への入室は各入札参加者

１名のみとし、入札執行に関する発言等は認めない。

   ※ 傍聴を希望する場合は「開札傍聴申込書」に必要事項を記入の上、提出すること 

（３）入札の結果について

   入札の結果は、落札者に通知するとともに、入札参加者に「入札結果通知書」を発送する。

１２．落札者の決定方法 

（１）落札者の決定 

入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札した

者を落札者とする。 

（２）低入札価格の調査について

ア 本入札は、入札価格が著しく低いなど、調査を行う必要があると認められる場合には、落

札決定を保留し、最低の価格で入札した者（以下「調査対象者」という。）に対して低入

札価格の調査を行う。

イ 調査の結果、契約の内容に適合した履行がなされると認めたときは、調査対象者を落札者

と決定する。

ウ 調査の結果、契約の内容に適合した履行がなされないと認めたときは、調査対象者を落札

者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低価格

をもって申込みをした者を落札者と決定する。ただし、次順位者が調査価格を下回る入札

者である場合には、その入札者について低入札価格調査を実施する。

エ 調査対象者は、当該調査に伴う事情聴取等に協力をすること。なお、本調査に協力しない

者は失格とする。

（３）くじによる落札者の決定 

落札となるべき価格の入札をした者が２者以上あるときは、くじ引きにより落札者及び

順位を決定する。なお、くじ引きを行う対象となる者が、当該入札に立会人又は開札傍聴

者として参加している場合は、その者が引き、参加していない場合は、当該入札事務に関

係ない職員にくじを引かせて落札者を決定する。

※ 落札となるべき価格が低入札価格の調査対象である場合は、落札者は調査対象者とし

て読み替える。



１３．契約の締結

契約規程第２８条、第２９条の規定により契約書を作成し、契約を締結する。

 なお、契約の締結に併せ、東大阪市暴力団排除条例に基づく誓約書を提出すること。

１４．契約保証金の額

契約金額の１０分の１に相当する額以上とする。（１，０００円未満の金額は、１，０００円

に切り上げ）。なお、契約規程第３２条各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又

は一部を免除する。 

１５．その他

（１）次のいずれかの関係に該当する者同士の入札参加は認めない。

ア 親会社（会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社（会社法

第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ。）の関係にある者

イ 親会社を同じくする子会社同士の者

ウ 一方の会社の役員（監査役は含まない。以下同じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねて

いる者

エ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第６７ 条第１項又は民事再生法第６４条

第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている者

（２）入札結果において、応札額が高値集中するなどの不自然な結果が見受けられた場合は入札

を保留し無効とする場合がある。

（３）入札参加者は、提出した入札書及び工事費内訳書の訂正、引換え又は撤回をすることはで

きない。

１６．問い合わせ先

東大阪市西岩田三丁目４番５号

 地方独立行政法人 市立東大阪医療センター 事務局総務課 施設管理係

電話 ０６－６７８１－５１０１（代表）

メールアドレス byoinsomu@higashiosaka-mc.jp 


